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(１) 計画書 P27

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

1
男女共同

参画室

人権週間の周知ポスターについ

て、新しい掲示先を検討する。

公民館に加え、ヒューマン

フェスタ会場でも掲示を

行った。

10か所
ポスター掲示依頼

先
B

公民館に加え、ヒューマ

ンフェスタ会場でも掲示

を行った。

引き続きポスターの掲示及び

X、Facebookなどでの周知を

行う。なお、ポスターについて

は国から送付される部数に限り

があるため配架先に制限がある

場合がある。

2

応募内容が固定化していくおそ

れがあるため、事業の実施内容

について令和8年度に向け精査

していく必要がある。

23件 A

投票等を廃止し、賞品の

贈呈対象を抽選とした。

展示にイラストを取り入

れた。

エピソード応募件

数

男女共同

参画室

アンコンシャスバイアスエ

ピソード募集事業を行い、

23件の応募があった。9/4

から9/17までの間、募集し

たエピソードについて展示

を行った。展示については

エピソードの内容をもとに

したイラストを作成し、目

を引くよう工夫した。

おとう飯レシピ事業については、

男性の家事参加促進事業としての

位置づけとして実施していく。

性別による無意識の思い込みエピ

ソード募集事業については、応募

エピソードの最低文字数を変更

し、気軽に応募できる仕組みに変

更する。

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

施策の基本的方向

基本目標

事業等

人権尊重と男女共同参画に向けた意識づくり

具体的施策

広報・啓発活動の推進

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

男女共同参画週間

の広報

人権週間の広報

人権週間・男女共同参画週間の周知
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(２) 計画書 P27

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

3
男女共同

参画室

実施内容を検討し、引き続き

ヒューマンフェスタかまがやを実

施する。

令和6年12月8日にヒューマ

ンフェスタかまがや2024を

開催し、301人の来場者を

得た。令和5年度の279人よ

りも増加した。

301人

ヒューマンフェス

タかまがや参加人

数

A

人権作文朗読者の人数を5

名に増やし、市内の全て

の中学校から1名ずつ参加

してもらうことができ

た。

ハートフルヒューマンフェスタ

かまがや2025を実施する。会

の後半を映画上映ではなく、講

演会とする。新しい試みとして

中学校のギター部などへ演奏会

の打診を行う。

2,657人
講座等の年間受講

者数

35人

女性のためのパソ

コンおしごと準備

講座参加者数

①53人

②19人

①女性のためのエ

ンパワーメント講

座（３回）参加者

数

②きらりサロン参

加者数

休日開催など市民の利便

性向上を図った。

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

A

講座等の年間受講

者数(R１年度

2,112人）

人権・男女共同参画意識醸成に向けた啓発事業の実施具体的施策

人権に関する啓発

事業の実施

事業等

4

男女共同参画に関

する啓発事業の実

施

男女共同

参画室

引き続き参加者のニーズを把握し

ながら、講座内容や実施時期、実

施場所等を検討して実施する。

女性のためのパソコンおし

ごと準備講座について、P

検の方針変更に伴いCanva

に係る講座及び基礎的な文

書作成、計算ソフトのスキ

ル向上を図る講座とした。

また、アンケートに基づき

エンパワーメント講座等の

内容を検討し、土曜日に開

催するなど、市民が参加し

やすくなる工夫を行った。

増加

引き続き参加者のニーズを把握

しながら、講座内容や実施時

期、実施場所等を検討して実施

する。
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(３) 計画書 P27

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

5
男女共同

参画室

国や県での研修等の情報について

も、庁内へ周知をしていく。

こどもの人権SOSミニレ

ターやその他相談窓口の案

内カード等、公民館等への

配架を行った。

また、千葉県人権啓発指導

者養成講座の開催について

周知を行った。

A 特になし

国・県の啓発・周知ポスターに

ついて、引き続き配架を行って

いく。

6
男女共同

参画室

令和6年度も引き続き国・県から送

付された資料について、男女共同

参画推進センター及び市民活動推

進センターへ配架し、関連部署へ

の配架や情報提供を行う。男女共

同参画に関する情報収集を引き続

き行い、関心を寄せてもらえるよ

うな周知の方法を工夫していく。

千葉県男女共同参画推進事

業表彰などについて、商工

観光課へ共有した。また、

国際女性デーについては昨

年に引き続き独自に掲示物

を作成し掲示した。「女性

情報」の休刊に伴い日本女

性学習財団の専門情報誌

「We learn」を配架した。

A

男女共同参画や性の多様

性に関する図書を購入し

た。

引き続き国・県から送付された

広報物や資料について市民活

動・男女共同参画推進センター

へ配架し、関連部署への情報提

供も行っていく。配架図書の充

実を図る。

7
男女共同

参画室

掲載内容について検討し、引き続

き年間3回の情報誌の発行を行う。

センターニュースほほえみ

について、Vol10～12の計

3回発行を行った。

３回
刊行物の発行回数

（R１年度２回）
3回 ほほえみ発行回数 A 特になし

発行スケジュールについて遅れ

しまいがちであるため、次号の

打合せを早期に始めるなど工夫

しつつ、年3回の発行を継続し

ていく。新たに男女共同参画に

関する蔵書紹介を設け、内容の

充実を図る。

(４) 計画書 P28

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

増加

講座等の年間受講

者数(R１年度

2,112人）

2,657人
講座等の年間受講

者数

24団体

フェスタでの展

示・ステージ発表

団体数

731人 フェスタ来場者数

具体的施策

来年度、男女共同参画の展示物と

して、冊子等の検討を行う。

男女共同参画室として「発

見！ジェンダー」パネル展

を実施し、また、同ブース

でおとう飯レシピ事業で集

まったレシピの小冊子を配

架することができた。

男女共同参画関係

団体との連携・協

働

令和８年度までの目標数

値

男女共同参画関係団体との連携・協働

事業等

国・県等から人権

に関する情報の収

集及び提供

国・県等から男女

共同参画に関する

情報の収集及び提

供

情報誌の発行

令和６年度数値

A
休憩スペースに上記パネ

ル等を展示した。

きらりフェスタについては令和

7年度は一時休止となるため、

展示内容などを検討しつつ準備

をする。

令和６年度数値

令和８年度までの目標数

値

男女共同

参画室

人権・男女共同参画に関する情報の収集及び提供

8

具体的施策

事業等
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2

(１) 計画書 P32

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

9 指導室

引き続き、社会情勢や各学校の実

態に応じ、児童生徒の生活に根ざ

した男女共同参画教育の充実を、

学校教育全体を通して実施してい

く。

各学校の実態に応じ、児童

生徒の生活に根差した男女

共同参画教育の充実を、学

校教育全体を通じて実施し

た。

A

令和７年度から中学校の

制服を統一した標準服に

するための準備をし、男

女平等の意識や多様な性

を理解するための環境を

整えた。

引き続き、社会情勢や各学校の

実態に応じ、児童生徒の生活に

根ざした男女共同参画教育の充

実を、学校教育全体を通して実

施していく。

10 指導室

令和６年度も職場体験は実施しな

いことが決定しているが、令和７

年度から再開できるように関係機

関に協力依頼をしていく。

児童生徒一人一人の個性を

尊重した性別にととらわれ

ないキャリア教育の充実を

図った。今年度も職場体験

学習は取り組めなかった

が、鎌ケ谷市の事業所や学

校で職場体験担当教職員を

集めて、協議会を行い、令

和７年度の職場体験再開に

向けて準備をした。

B

鎌ケ谷市の複数の事業所

の方々と職場体験担当教

職員が直接対面して、子

供たちがどのように職場

体験をすれば効果的かを

協議した。

令７年度は職場体験学習を再開

するので、事業所や学校で協議

を重ね、子供たちにどのような

力を身に付けさせたいかをお互

いに明確にして、充実した職場

体験学習にする。

11 指導室

固定的な性的役割分担意識を植え

付けないような実践例や副教材等

を小中学校に紹介し、固定的な役

割分担意識に基づく映像や表現に

児童生徒が遭遇した場合でも適切

に受け止められるようにする。

一人一人が尊重される人権

教育の案内を小中学校に紹

介した。また、千葉県健康

福祉部健康福祉政策課が主

催の多様な性を理解するた

めの研修会を、市内小中学

校教員に周知した。

B

年度当初の鎌ケ谷市の指

針研修でアドボカシーの

キーワードを取り上げ、

大人が子どもの権利を尊

重し、気持ちを受け止め

て代弁することが大切で

あることを強調した。

子供たちが一人一台の端末を使

う場面が多くなっているため、

インターネットの映像等から固

定的な性的役割分担意識を植え

つけられないようにメディアリ

テラシーの教育に力を入れる。

令和６年度数値

学校教育における男女共同参画教育の推進

教育・学習の推進

令和８年度までの目標数

値

メディア・リテラ

シーの育成

男女共同参画教育

の推進

性別にとらわれな

い進路指導の充実

施策の基本的方向

事業等

具体的施策
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(２) 計画書 P32

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

74人
家庭教育セミナー

参加者数

29人
子育て支援講演会

参加者数

72人
親子セミナー

参加者数

12

児童センターと共催で開

催し、講座の周知方法を

拡大したほか、申込をス

マホからネットでできる

ようにするなど、参加者

拡大を図った。

親子セミナーの募集を南児童セ

ンターの協力によりスマホから

ネットで行う予約システムで

行った。

引き続き、家庭教育セミナーや

親子セミナー等の充実を図って

いく。

引き続き家庭教育セミナーや親子

セミナー等の充実を図り、男女共

同参画の大切さを学ぶための学習

機会を提供する。

各学習センター（公民館）

において、家庭教育に関す

る講座や親子セミナーを実

施した。

家庭教育セミナー（中央）

2回45名（男3名、女42

名）、家庭教育セミナー

（北部）1回29名（男5名、

女24名）、親子セミナー

（南部）3回延べ72名（男

19名：女53名）、子育て支

援講演会29名（男3名：女

26名）※子育て支援講演会

は、第2回家庭教育セミ

ナー（中央公）と共催

B

令和８年度までの目標数

値

生涯学習における男女共同参画の推進

事業等

家庭教育セミナー

や親子教育等の実

施

生涯学習

推進課

令和６年度数値

具体的施策
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①387人

・男133

人

・女254

人

②445人

(全体人数

のみ把握)

③195人

・男97人

・女98人

④280人

・男91人

・女189

人

【シニア】

①東部シニア倶楽

部10回

②北部シルバーカ

レッジ10回

③南部シルバーセ

ミナー7回

④いきいき倶楽部

9回

①441人

②218人

③197人

④638人

・男240

人

・女398

人

⑤421人

(全体人数

のみ把握)

⑥40人

・男16人

・女24人

⑦150人

・男56人

・女94人

【一般】

①オープンカレッ

ジかまがや８回

②市民セミナー

（古典講座4回）

③市民セミナー

（文学講座4回）

④東部市民セミ

ナー8回

⑤北部タウンセミ

ナー12回

⑥陶芸教室4回

⑦パソコン講座15

回

各学習センター（公民館）

において、各世代に応じた

講座を開催した。

【シニア】東部シニア倶楽

部10回延べ387名(男133

名：女254名)・北部シル

バーカレッジ10回延べ445

名・南部シルバーセミナー

7回延べ195名(男97名：女

98名)・いきいき倶楽部9回

延べ280名(男91名：女189

名)・スマートフォン講座

15回延べ385名（男159

名：女226名）

【一般】オープンカレッジ

かまがや（中央）8回延べ

441名・市民セミナー（中

央）（古典講座4回延べ218

名・文学講座4回延べ197

名）・東部市民セミナー8

回延べ638名（男240名：

女398名）・北部タウンセ

ミナー12回延べ421名・陶

芸教室4回延べ40名(男16

名：女24名)・パソコン講
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①45人

・男3人

・女42人

②29人

・男5人

・女24人

③72人

・男19人

・女53人

④29人

・男3人

・女26人

【親子】

①家庭教育セミ

ナー2回(中央)

②家庭教育セミ

ナー1回（北部）

③家庭教育セミ

ナー3回（南部）

④子育て支援講演

会1回

※子育て支援講演

会は、第2回家庭

教育セミナー（中

央公）と共催

A13

【小学生】

①子どもチャレン

ジ3回

②子ども陶芸教室

3回

③こどもマジック

教室1回

④子ども折り紙教

室1回

⑤デジタル・ワー

クショップ2回

⑥夏休みこども工

作講座1回

⑦子ども科学ワー

クショップ5回

⑧子どもワーク

ショップ1回

①89人

・男41人

・女48人

②36人

・男15人

・女21人

③32人

・子20人

・保護者

12人

④13人

・子8人

・保護者5

人

⑤37人

・男24人

・女13人

⑥29人

・男10人

・女19人

⑦97人

・男59人

・女38人

⑧37人

・男7人

・女30人

名：女24名)・パソコン講

座15回延べ150名(男56

名：女94名)

【親子】家庭教育セミナー

（中央）2回延べ45名（男3

名：女42名）・家庭教育セ

ミナー（北部）1回29名

（男5名：女24名）・親子

セミナー（南部）3回延べ

72名（男19名：女53

名）・子育て支援講演会1

回29名（男3名：女26名）

※子育て支援講演会は、第

2回家庭教育セミナー（中

央公）と共催

【小学生】子どもチャレン

ジ（北部）3回延べ89名(男

41名：女48名)・子ども陶

芸教室（東初富）3回延べ

36名(男15名：女21名)・子

どもマジック教室（東学）

1回32名（子20名：保護者

12名）・子ども折り紙教室

（東学）1回13名（子8名：

保護者5名）・デジタル

ワークショップ（中央）2

回延べ37名（男24名：女

13名）・夏休み子ども工作

講座（中央）1回29名（男

10名：女19名）・子ども科

学ワークショップ（中央）

5回延べ97名（男59名：女

38名）・子どもワーク

ショップ（中央）1回37名

（男7名：女30名）

親子セミナーの募集を南児童セン

ターの協力によりスマホからネッ

トで行う予約システムで行った。

引き続き、家庭教育セミナーや親

子セミナー等の充実を図ってい

く。

生涯学習

推進課

ライフステージに

応じた学習の推進

引き続き家庭教育セミナーや親

子セミナー等の充実を図り、男

女共同参画の大切さを学ぶため

の学習機会を提供する。

ニーズに応じた講座とし

て、各館でスマートフォ

ン講座を実施した。
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(３) 計画書 P32

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

66.9%

市職員における男

女共同参画研修の

受講者割合（R6年

度：532人/795

人）

男性292

人

女性240

人

市職員における男

女共同参画研修の

受講男女人数（R6

年度）

18人
R6管理職者向け研

修出席者数

人事室

男女共同参画研修について、新規

採用職員以外の職員が積極的に参

加できるよう、周知方法の見直し

等について検討を行う。

新規採用職員を対象に、男

女共同参画研修を実施する

とともに、新規採用職員以

外の職員も参加できるよう

推薦依頼を行った。

32人

(男性14人

女性18人)

研修出席人数 A 特になし

男女共同参画研修について、新

規採用職員以外の職員が積極的

に参加できるよう、周知方法の

見直し等について検討を行う。

指導室

管理職ではない教員を県主催の研

修会への参加を促す。また、引き

続き市主催の不祥事防止研修会や

モラールアップ研修会を実施す

る。

令和５年度は各学校の管理

職１名が県主催の研修会に

参加したが、今年度は学校

内の人権担当職員が県主催

の人権に関する研修会に参

加した。また、各学校で不

祥事防止研修やモラール

アップ研修を実施した。

A

多様性を理解するための

研修やインターネットと

子どもの人権、ヤングケ

アラーなど、現在の社会

情勢を踏まえた教員対象

の研修会を周知した。

管理職や人権担当職員など、特

定の職員だけでなく、全職員が

人権意識を持って、研修会に参

加できる機会を増やしていく。

また、引き続き市主催の不祥事

防止研修会やモラールアップ研

修会を実施する。

具体的施策

パートナーシップ制度の

導入に伴い職員が理解や

意識を持つことができる

よう、庁内説明会を3回実

施した。

令和7年度のパートナーシップ

制度の導入に向けて、職員が

LGBTQ+等に関する知識を身

につけられるよう、研修の実施

について検討する。

A

事業等

職員に対する男女共同参画研修の実施

男女共同

参画室

令和7年度のパートナーシップ制度

の導入に向けて、職員がLGBTQ+

等に関する知識を身につけられる

よう、研修内容を検討し実施す

る。

講義形式での新規採用職員

研修を行い、男女共同参画

の概論、日本のジェンダー

ギャップ指数、DV、パー

トナーシップ制度などにつ

いて講義を行った。管理職

者向けの研修では、講義形

式でジェンダーやLGBTQ+

について扱った。

また、鎌ケ谷市パートナー

シップ・ファミリーシップ

届出制度の策定に伴い、庁

内職員に対して性的少数者

についての概論を含め、制

度について話す説明会3回

開催した。

60%

市職員における男

女共同参画研修の

受講者割合（R１

年度51.6％）

職員に対する男女

共同参画研修の実

施

令和６年度数値
令和８年度までの目標数

値

14
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3

（１） 計画書 P36

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

15 人事室
引き続き職場での旧姓使用の制度

の周知を図る。

婚姻等により姓が変わる職

員に対して、その都度旧姓

使用制度の案内を行った。

令和６年度は申請は２件。

2件
旧姓使用の申請件

数
A

婚姻等により姓が変わる

職員に対して、その都度

旧姓使用制度の案内を行

い、職場での旧姓使用の

制度の周知を図った。

引き続き職場での旧姓使用の制

度の周知を図る。

男女共同

参画室

鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会

にて委員に内容について諮り、令

和7年4月からの活用を目指す。

懇話会にて内容を諮り、改

訂作業について進めていた

が、多様性の観点について

は鎌ケ谷市パートナーシッ

プ・ファミリーシップ届出

制度の策定に伴い「鎌ケ谷

市性の多様性を尊重するた

めのガイドライン」を作成

した。

B

「鎌ケ谷市性の多様性を

尊重するためのガイドラ

イン」を作成した。

「職員のための表現ガイド」は

引き続き内容を検討していく必

要がある。市内公共施設等に

「性の多様性を尊重するための

ガイドライン」の配付し、周知

を行う。

広報広聴

室

令和６年４月１日号から広報かま

がやは毎号、全頁をフルカラー化

するため、紙面づくりにあたっ

て、女性は赤色系、男性は青色系

という固定観念にとらわれない配

色に留意していく。

広報かまがやが全頁カラー

化したため、紙面づくりの

際は、女性は赤色系、男性

は青色系という固定観念に

とらわれない配色とした。

A

令和６年度からフルカ

ラー化したため、性別役

割分担意識を排除した表

現が直感的に理解しやす

くなった。

令和７年度も引き続き、広報か

まがやの編集・発行に当たっ

て、性別役割分担意識に注意を

払い、性別による色の固定観念

にとらわれないような配色に留

意していく。

性別役割分担意識の見直し

令和６年度数値

施策の基本的方向 意識・慣行の見直し

具体的施策

16

事業等

職場における旧姓

使用の周知

行政刊行物等に関

するガイドライン

の周知

令和８年度までの目標数

値
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（２） 計画書 P36

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

17
男女共同

参画室

令和7年4月のパートナーシップ制

度開始に向けてパブリックコメン

トを実施し、骨子の決定、要綱を

制定する。ガイドブックを作成

し、庁内説明会の実施や事業者へ

の周知を行う。

令和6年9月2日から10月1

日までパブリックコメント

を実施し、令和6年12月26

日付けでパートナーシッ

プ・ファミリーシップ届出

制度の要綱を制定した。ま

た、令和7年1月に庁内説明

会を3回実施し、医師会、

宅建協会への説明に出向い

た。令和7年3月15日号広報

かまがやと市HPに制度の

開始について掲載し、市内

公共施設にチラシ、ポス

ターを配架した。

A

パートナーシップ・ファ

ミリーシップ届出制度を

策定し、周知を行うこと

が出来た。

届出制度について引き続き周知

を行っていく。また、受付がス

ムーズに進むよう、申請から証

明書の交付までの流れについて

整理し、「鎌ケ谷市パートナー

シップ・ファミリーシップ届出

制度ガイドブック」を更新す

る。

18
企画政策

室

令和５年度の課題であった、外国

人市民が希望する行政資料の翻訳

に向けた調整及び外国人市民向け

メール配信の充実を、引き続き検

討していく必要がある。

外国人市民が安心して暮ら

せるよう、令和5年度に引

き続き、行政資料の多言語

化や、外国人市民向けメー

ル配信を行った。

また、多文化共生に係る施

策につなげるため、市内在

住の外国人市民に対しアン

ケート調査を実施した。

27件

業務委託及び職

員・ボランティア

による翻訳数

A

多文化共生に係る施策に

つなげるため、市内在住

の外国人市民に対しアン

ケート調査を実施した。

外国人市民が希望する行政資料

の翻訳に向けた調整及び外国人

市民向けメール配信の充実を、

アンケート結果等を踏まえなが

ら引き続き検討していく必要が

ある。

令和６年度数値

具体的施策 多様性への理解促進

多文化共生の推進

事業等

多様性に関する意

識啓発

令和８年度までの目標数

値
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Ⅱ

4

(１)
計画書 P40-

41
事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

35%

審議会等の女性委

員比率（R１年度

29.6％）

26.6%
女性委員数166人

／総委員数624人

35%

地方自治法（第

202条の３）に基

づく審議会等の女

性委員比率（R１

年度29.3％）

21.9%
女性委員数73人／

総委員数333人

15人
令和7年度男性採

用数

7人
令和7年度女性採

用数

人事室
引き続き女性職員の管理職員への

登用の拡大を図る。

性別による固定的役割分担

に捉われることなく、男女

問わず個性と能力が十分発

揮されるよう、適材適所の

人員配置を行い、令和６年

度の女性管理職割合は

30.3％（管理職89名中27

名）と、高い比率で推移し

た。

25%

市職員の女性管理

職比率（R１年度

21.8%）

30.3%
管理職（27人/89

人）
A

令和６年度の女性管理職

割合は30.3％となり、令

和５年度と比較し、2.7ポ

イント増加した。

引き続き女性職員の管理職員へ

の登用の拡大を図る。

指導室

女性の管理職が働きやすい環境作

りを作るとともに、研修会を開き

資質向上に取り組んでいく。

管理職選試験の受験に関す

る研修会を開き、資質向上

を図った。

女性教員の管理職への登用

人数に増減はなかったが、

学校教育課⾧が女性となっ

た。

A

引き続き、管理職試験の

受験に関する県部門の研

修会への参加を促した。

引き続き、女性の管理職が働き

やすい環境作りを作るととも

に、研修会を開き資質向上に取

り組んでいく。

A

性別や新卒及び既卒の別

によらず、誰もが受験し

やすい環境を整備するた

め、受験者管理システム

を導入した。

現在、受験者が申込をする際、

質問項目の一つとして「性別」

があるが（無記入も可）、当該

質問の必要性について検討す

る。

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

基本目標 誰もが自らの意思により、あらゆる分野に参画できる環境づくり

施策の基本的方向 あらゆる分野における女性の活躍推進

人権週間・男女共同参画週間の周知

事業等

21

19

市の審議会等にお

ける女性委員の登

用

行政室

「審議会等の設置及び運営に関す

る指針」に基づき、女性の積極的

な委員登用の推進について、各審

議会等の担当課に周知を図る。ま

た、審議会等を新設する時（事前

協議）や改選する時に女性委員を

登用するよう担当課へ依頼する。

「審議会等の設置及び運営

に関する指針」に基づき、

各種審議会等における女性

委員登用率向上のため、審

議会等新設事前協議におい

て、女性委員の積極的な登

用に理解を示していただく

よう依頼した。

※女性委員数 R3年

27.6%、R4年28.8％、R5年

28.2％

令和８年度までの目標数

値

女性職員の管理職

への登用

令和６年度数値

B 特になし

「審議会等の設置及び運営に関

する指針」に基づき、女性の積

極的に委員登用の推進につい

て、各審議会等の担当課に周知

を図る。また、審議会等を新設

する時（事前協議）や改選する

時に女性委員を登用するよう担

当課へ依頼する。

20
職域にとらわれな

い職員の採用
人事室

具体的施策

あらゆる職種で性別に関わりなく

採用活動を行い、多様な人材確保

に努めていく。

あらゆる職種で性別に関わ

りなく採用活動を行い、令

和７年度新規採用として、

男性職員１５名、女性職員

７名を採用した。
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(２) 計画書 P41

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容令和6年12月8日にヒューマンフェスタかまがや2024を開催し、301人の来場者を得た。令和5年度の279人よりも増加した。

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

22
商工観光

課

引き続きチラシ・パンフレット等

を配架・配布し、周知を行う。

「働きながらお母さん・お

父さんになるみなさまへ」

等の男女共同参画に繋がる

チラシを配架した。

A 特になし

引き続きチラシ・パンフレット

等を配架・配布し、周知を行

う。

市民活動

推進課

班⾧、支部⾧や会計の役職におい

ては女性の参画が多くみられる

が、役員となると女性比率が減少

する傾向がみられる。そのため、

役員への女性登用について引き続

き周知を行う。

毎月１回開催されている自

治会連合協議会の理事会に

おいて、審議会委員の委嘱

依頼があった場合は積極的

に女性を登用するよう働き

かけている。

増加

自治会⾧の女性比

率

（R１年度8.7%）

9%

女性が会⾧を努め

ている自治会数

9÷市内自治会数

98×100

B 特になし

班⾧、支部⾧や会計の役職にお

いては女性の参画が多くみられ

るが、役員となると女性比率が

減少する傾向がみられる。その

ため、役員への女性登用につい

て引き続き周知を行う。

商工観光

課

引き続き役員交代の際等に、女性

登用の促進をお願いすることとす

る。

関係団体である鎌ケ谷市商

工会へ女性役員の登用促進

のお願いを行った。なお、

令和６年度現在、役員２４

名中３名が女性である。

3人
商工会女性役員数

（3人/24人）
B 特になし

引き続き役員交代の際等に、女

性登用の促進をお願いすること

とする。

農業振興

課

引き続き、各農業者団体の女性委

員登用に向け声掛けを行う。

各団体において、女性構成員が絶

対的に少ないのが課題。

関係団体の女性委員数は微

増した。
B

次期役員改選に向け、女

性農業者へ声掛けを行っ

た。（訪問、会議、イベ

ント時等）

引き続き、各農業者団体の女性

委員登用に向け、声かけを行

う。

各団体において、女性構成員の

数が絶対的に少ないのが課題。

農業委員

会

女性委員の登用に向けて、関係団

体等に必要性をPRしていく

定例総会・関係団体に女性

の登用についての働きかけ

を行った

A 特になし
女性委員の登用に向けて、関係

団体等に必要性をPRしていく

事業所、農業等における男女共同参画の推進

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値事業等

事業所における男

女共同参画の推進

具体的施策

23
関係団体への女性

役員登用の推進
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24
農業振興

課

令和６年度では、１件家族経営協

定締結に向けた取組を行う。
家族経営協定1件締結 増加

家族経営協定の締

結数（R１年度24

件（累計））

1件

家族経営協定締結

者一覧(累計27

件）

B 特になし
令和７年度では、１件家族経営

協定締結に向けた取組を行う。

25
市民活動

推進課

実行委員会と協力してイベントの

内容について検討し、より多くの

団体や来場者が参加しやすい企画

を考える必要がある。

かまがや市民活動・男女き

らりフェスタを実施し、市

民活動推進センター登録団

体が活動発表する場を設け

ることができた。

24団体
きらりフェスタ申

込団体数
B

令和6年度は参加団体から

の発案でスタンプラリー

を実施し、好評だった。

参加団体数、来場者数と

もに過去２年間よりも増

加した。

令和７年度はイベントを実施し

ないため、きらりフェスタの更

なる発展のための準備期間とと

らえ、実行委員と協力して参加

団体を巻き込む仕掛けづくりや

イベントの周知の強化を図る。

次回は令和８年７月に実施す

る。

(３) 計画書 P41

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

26
商工観光

課

引き続き補助金やセミナーを通じ

て、子育てをしている女性でも働

きやすい環境を周知し、起業を促

進する。

【空き店舗活用補助金、コ

ミュニティビジネス事業・

ベンチャービジネス事業補

助金、創業支援セミナー】

女性の起業についての情報

提供を行うとともに、起業

を支援する補助金により、

女性の起業を促進した。

A 特になし

引き続き補助金やセミナーを通

じて、子育てをしている女性で

も働きやすい環境を周知し、起

業を促進する。

女性のための起業

支援

ボランティア活動

など地域社会への

参加の促進

家族経営協定の普

及促進

女性のための起業支援

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

具体的施策

事業等
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5

(１) 計画書 P44

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

27
男女共同

参画室

引き続き男女共同参画推進セン

ターへの配架等を通じて情報の周

知を行う。

千葉県男女共同参画推進事

業表彰などについて、商工

観光課を含め男女共同参画

推進センターへ配架を行っ

た。そのほか、県で発行さ

れた男女共同参画情報誌に

ついて配架をおこない周知

を図った。

B 特になし

引き続き男女共同参画推進セン

ターへの配架等を通じて情報の

周知を行う。

増加

講座等の年間受講

者数（Ｒ１年度

2,112人）

2,657人
講座等の年間受講

者数

53人

女性のためのエン

パワーメント講座

参加者数（全３

回）

(２) 計画書 P44

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

29
男女共同

参画室

男女共同参画関係団体への情報提

供を強化するとともに、団体間の

課題や必要とされる情報を整理

し、ネットワーク会議を開催す

る。また、男女共同参画への更な

る理解・協力のため、ネットワー

ク会議にてパートナーシップ制度

をはじめとした多様性への理解を

求める研修等の実施を検討する。

令和6年7月に男女共同参画

登録団体によるネットワー

ク会議を開催したが、パー

トナーシップ制度に関する

研修等は検討できなかった

が、市民活動・男女きらり

フェスタの開催等について

意見を諮り、フェスタ実行

委員会へ共有した。

9団体

ネットワーク会議

参加団体数（登録

数９団体）

A

登録団体と、きらりフェ

スタの内容について共に

検討することが出来た。

ネットワーク会議を実施し、引

き続ききらりフェスタの内容や

要望について整理していく。

A 特になし

アンケートに基づき講座のテー

マを決定する。テーマに応じて

対象者が参加しやすい休日開催

等も視野に入れ検討する。令和

８年度に向けて受講したい講座

リクエストを広く募る。

令和８年度までの目標数

値

人材育成に関する情報の提供

令和６年度数値

令和5年度の参加者アン

ケートを基にテーマを検討

して実施した。8月に更年

期に関する健康について、

11月に子育て、令和7年1月

にアサーティブコミュニ

ケーションについての講座

を実施した。

女性のエンパワーメントのための学習機会の提供

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

女性のエンパワー

メントに関する情

報の提供

施策の基本的方向 女性の就労支援と労働環境の向上

具体的施策

事業等

具体的施策

事業等

人材育成に関する

情報の提供

28
女性のエンパワー

メントに関する講

座の実施

男女共同

参画室

現状のニーズを基にテーマを検討

し、引き続きエンパワーメント講

座を年3回実施する。
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（３）
計画書 P44-

45

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

男女共同

参画室

商工会、商工観光課等関連部署を

通じ引き続き表彰制度の募集等、

制度について周知を行っていく。

千葉県男女共同参画推進事

業表彰などについて、商工

観光課、商工会へ共有し

た。また、市HPに県の紹

介ページについて掲載を

行った。

A 特になし

引き続き商工観光課及び商工会

を通じ表彰制度について周知を

行っていく。

商工観光

課

引き続き、国・県で情報共有が

あった際は周知を行う。

鎌ケ谷市公式のSNS

（Twitter・Facebook・

LINE）にて、令和６年度千

葉県男女共同参画推進事業

所表彰制度の周知を行っ

た。

A
新たに鎌ケ谷市公式LINE

での周知を行った。

引き続き、国・県で情報共有が

あった際は周知を行う。

31
商工観光

課

引き続きセミナーを行い、参加者

の増加を図る。

７月１９日に鎌ケ谷市、千

葉県ジョブサポートセン

ター主催、印西市、白井

市、我孫子市共催で「女性

のための再就職支援セミ

ナー」を開催した。

41人
就職関係講座参加

人数
A

セミナー参加者数が令和

５年度と比較して８人増

加した。

引き続き、セミナーを行い、参

加者の増加を図る。

32
商工観光

課

引き続き女性が働きやすい職場の

周知を図り、女性の就職に繋げ、

継続して勤務してもらえるように

する。

無料職業紹介所により労働

相談を受け付け、令和６年

度の女性の就職件数は３２

件中１８件だった。就職に

つなげるなど、再就職への

支援を行った。

18件

無料職業紹介所に

おける女性の就職

件数

（18件/32件）

A 特になし

引き続き女性が働きやすい職場

の周知を図り、女性の就職に繋

げ、継続して勤務してもらえる

ようにする。

増加

講座等の年間受講

者数（R１年度

2,112人）

2,657人
講座等の年間受講

者数

６人

就労支援講座の受

講者の就労者数

（R１年度６人）

3人

就労支援講座の受

講者の就労者数

（令和6年度）

パソコン検定の方針変更

に合わせ実施内容を変更

した。

就労に結びつく実施内容を検討

し、引き続きパソコン講座を実

施する。

33
女性の就職促進支

援事業の実施

男女共同

参画室

実施時期については検討を行い、

引き続きパソコン講座を実施す

る。

11月から12月に実施時期を

移し、Canva編を3回、

Word、Excelなどを中心と

した基礎編を6回実施し、

35名の申込み及び、延べ

134名の参加を得た。

雇用の場における均等な機会の推進具体的施策

事業等

男女共同参画関連

表彰制度に関する

情報の提供

労働相談の実施

A

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

就職関係講座の実

施

30
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34 人事室

引き続き女性職員の管理職員への

登用の拡大を図るとともに、男性

職員の育児休業等取得を促進する

ための周知を行う。

鎌ケ谷市特定事業主行動計

画と女性の登用状況につい

て、市ホームページで公表

した。

30.3%
管理職（27人/89

人）
A

令和６年度の女性管理職

割合は30.3％となり、令

和５年度と比較し、2.7ポ

イント増加した。

令和５年度の男性職員の

育児休業取得率が100.0％

となり、令和４年度と比

較し、27.8ポイント増加

した。

引き続き女性職員の管理職員へ

の登用の拡大を図るとともに、

男性職員の育児休業等取得を促

進するための周知を行う。

0人

令和６年４月２日

以降新規採用職員

数（障がい者）

（女性0名）

1人

令和６年度会計年

度任用職員新規任

用数（障がい者）

（女性1名）

2.92%

障がい者実雇用率

（令和6年６月１

日時点）

36
男女共同

参画室

一般事業主行動計画にかかる制度

周知の方法について検討を行う。

ホームページへの掲載は継

続しているが、更新等は

行っていない。

C 特になし

一般事業主行動計画にかかる制

度の周知方法について検討を行

う。

引き続き、知的及び精神障がい

も含めた障がい者の募集を行う

ため、広報や窓口等で周知を行

う。

人事室

引き続き、知的及び精神障がいも

含めた障がい者の募集を行うた

め、広報や窓口等で周知を行う。

障がい者を対象とした会計

年度任用職員の募集を行

い、実雇用率2.92％と、法

定雇用率（2.8％）を達成し

た。また、令和6年7月に実

雇用率の公表を行った。

A 実雇用率が向上した。35
障がい者活躍推進

計画及び障がい者

の実雇用率の公表

特定事業主行動計

画及び女性の登用

状況の公表

一般事業主行動計

画の策定促進
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(４) 計画書 P46

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

37 人事室

引き続きハラスメント苦情相談員

を設置し、職員がいつでも安心し

て相談できる体制整備を図る。

ハラスメント苦情相談員及

び苦情処理委員会の設置、

研修の実施によりハラスメ

ントの防止を図った。令和

６年度のセクシャルハラス

メント（性的嫌がらせ）等

に関して、苦情相談員を通

じた人事室への報告は０件

だった。

０件

セクシャルハラス

メント苦情相談件

数

A 特になし

引き続きハラスメント苦情相談

員を設置し、職員がいつでも安

心して相談できる体制整備を図

る。

38 人事室

職場におけるハラスメントの形態

は近年、多様化しており、これま

でハラスメント研修で取り扱って

きた新たに問題となっているハラ

スメントの要素を追加することに

ついて検討する必要がある。

ハラスメント（セクシュア

ルハラスメント・パワーハ

ラスメント）防止研修を実

施し、24名（男性14名、女

性10名）が参加したことに

より、正規職員の受講率は

81.7％となった。

87.0%

市職員におけるハ

ラスメント研修の

受講者割合（R１

年度84.4%）

81.7%

市職員におけるハ

ラスメント研修の

受講者割合

A 特になし

職場におけるハラスメントの形

態は近年、多様化しており、こ

れまでハラスメント研修で取り

扱ってきた新たに問題となって

いるハラスメントの要素を追加

することについて検討する必要

がある。

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

具体的施策 ハラスメント防止対策の推進

事業等

庁内におけるハラ

スメントに関する

相談窓口の設置

職員に対するハラ

スメント防止研修

の実施
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6

（１） 計画書 P48

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

80%

市職員の子育て休

暇取得率(R1年度

72.2％）

90.6%
市職員の子育て休

暇取得率

15%

市男性職員の育児

休業取得率（R1

年度４％）

90.5%

市男性職員の育児

休業取得率(勤務条

件等に関する調査

の数値 22人/22

人)

幼児保育

課

引き続き、保護者の負担軽減のた

め、一時預かり、延⾧保育、病後

児保育、病児保育を継続実施す

る。

保護者の負担軽減のため、

一時預かり、延⾧保育、病

後児保育、病児保育を継続

実施する。

市内の幼稚園での預かり保

育の推進（幼稚園６園での

継続事業に補助を実施す

る。）

5,661件

一時預かり・病後

児保育・病児保

育・延⾧保育等

A

保護者の負担軽減のた

め、一時預かり、延⾧保

育、病後児保育、病児保

育を継続実施するため、

市HPや窓口等を通じて周

知啓発を行った。

引き続き、保護者の負担軽減の

ため、それぞれの事業を継続実

施する。

こども総

合相談室

チラシ等による周知の更なる強化

により、提供会員の増加を図ると

ともに、ヒヤリハット等の危機管

理能力の向上を図り、引き続き、

安心安全な支援体制を整備してい

く必要がある。

子育て世代が多く利用する

施設などへのポスター掲示

や広報を通して、提供・両

方会員の増加に努めた。ま

た今年度より会員の新規登

録をロゴフォームからの申

請を可能としており、会員

募集方法も市公式ライン、

及び市公式フェイスブック

を活用するなどSNSを積極

的に活用をした。

147人 提供会員数 A

会員募集の周知をSNSを

活用して実施しており、

会員の新規登録をロゴ

フォームからの申請を可

能とするなど業務改善を

図った。

事業の担い手である提供会員の

増加の促進等、子育て世帯への

サポート体制の充実を図る。ま

た現在活動中の提供会員のヒヤ

リハット等の危機管理能力の向

上を図り、引き続き、安心安全

な支援体制を整備する。

時間外勤務時間数

の削減・休暇（育

児・介護等）の取

得促進

人事室

時間外勤務時間数の縮減と休暇等

の取得の促進に関する事務を引き

続き実施する。

７月・８月・１０月・１１

月・１月を一斉定時退庁の

強化月間に設定した。ま

た、文書での通知、庁内放

送での呼びかけ、連絡会議

を通して周知等を行った。

施策の基本的方向 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の支援

事業等

ワーク・ライフ・バランスが実現できる環境づくりの推進

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

時間外勤務時間数が令和

５年度に比べ減少傾向で

ある。

A

時間外勤務時間数の縮減と休暇

等の取得の促進に関する事務を

引き続き実施する。

39

具体的施策

40
保育サービスの提

供
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こども支

援課

ひとり親家庭に対しては、保護者

負担金の減免制度をホームページ

等で周知するとともに、入会の申

請時に説明するなど、申請漏れが

ないよう対応していく。

放課後児童クラブに子ども

が入所しているひとり親家

庭に対し、制度の周知を行

い、保護者負担金の減免措

置を実施した。

A

放課後児童クラブに入所

しているひとり親家庭に

対し、積極的に周知を図

るとともに、適正に保護

者負担金の減免措置を実

施した。

ひとり親家庭に対しては、保護

者負担金の減免制度をホーム

ページ等で周知するとともに、

入会の申請時に説明するなど、

申請漏れがないよう対応してい

く。

こども総

合相談室

ひとり親家庭高等職業訓練促進給

付金の利用者は前年度と比べ２名

増えており、総支給額が7,802,000

円から12,381,000円と大幅に増え

ている。令和6年度においても引き

続きひとり親家庭に関する支援に

ついて児童扶養手当受給者を対象

に周知を行う。また更なるひとり

親家庭支援の実施するため、新た

な事業として「ひとり親家庭自立

支援プログラム策定事業」の実施

を検討する。

児童扶養手当受給者を対象

に、生活の安定と向上を図

るための事業の周知を行

い、個別の相談の際には有

効的な各種支援事業につい

て案内した。また新規事業

として「母子父子自立支援

プログラム策定事業」を実

施し、ひとり親家庭に対

し、きめ細やかで継続的な

自立支援及び就業支援を

行った。

合計11名

に対し76

回支給を

実施。総

支給額

9,381,000

円。

ひとり親家庭高等

職業訓練促進給付

金

A

「令和６年度新規事業」

である「母子父子自立支

援プログラム策定事業」

を実施し、ひとり親家庭

に対し、きめ細やかで継

続的な自立支援及び就業

支援を行った。

「母子父子自立支援プログラム

策定事業」でひとり親家庭に対

し、きめ細やかで継続的な自立

支援及び就業支援を行い、引き

続き「ひとり親家庭高等職業訓

練促進給付金」、「ひとり親家

庭自立支援教育訓練給付金」、

「ひとり親家庭高等学校卒業程

度認定試験合格支援事業」等の

ひとり親家庭に対する事業の周

知、利用者の拡大を図る。

学務保健

室

令和5年度からの制度改正により、

対象者を拡大しているため、対象

者が申請忘れのないよう、関係部

署と連携し周知強化を図る。

全保護者を対象としたお知

らせの配布を年3回実施し

た。認定基準に基づき審査

を行い、就学費用の支出が

困難な家庭（保護者）に対

して、就学援助を行った

（認定者数：509人）。ま

た、こども支援課によるひ

とり親家庭への通知に併せ

て、就学援助の案内チラシ

を同封し、周知強化を図っ

た。

A

児童扶養手当更新後にこ

ども支援課で配布するひ

とり親世帯への通知に就

学援助のチラシを同封し

た。

令和5年度からの制度改正によ

り、対象者を拡大しているた

め、対象者が申請忘れのないよ

う、関係部署と連携しさらに周

知強化を図る。

41

ひとり親家庭に対

する相談及び支援

の実施
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幼児保育

課

引き続き、適正な保育量を見込

み、適正な量の確保に努めること

で待機児童ゼロの継続を目指す。

令和６年４月１日時点にお

いて、国基準の待機児童ゼ

ロを達成することができ

た。

０人

保育所等の待機児

童数（R１年度０

人）

0人
保育所等の待機児

童数
A

適正な保育量の確保に努

め、継続して国基準の待

機児童ゼロを達成するこ

とができた。

引き続き、適正な保育量を見込

み、適正な量の確保に努めるこ

とで待機児童ゼロの継続を目指

す。

こども支

援課

令和６年度については、西部小学

校第１放課後児童クラブについ

て、令和７年度に改修工事を実施

する。

西部小学校第１放課後児童

クラブについては、令和７

年度改修工事のための設計

委託が完了した。

また、道野辺小学校第３放

課後児童クラブについて、

定員超過の解消を図るた

め、改修に伴う設計（９月

会議の補正予算）を実施し

た（繰越明許設定）。

０人

放課後児童クラブ

の待機児童数(R１

年度０人）

０人
放課後児童クラブ

の待機児童数
A 特になし

道野辺小学校第３放課後児童ク

ラブ及び西部小学校第１放課後

児童クラブについて、令和６年

度に実施した設計に基づき、改

修工事を実施する。

43

全課

（男女共

同参画

室）

道野辺小学校第３放課後児童クラ

ブ及び西部小学校第１放課後児童

クラブについて、令和６年度に実

施した設計に基づき、改修工事を

実施する。

全ての主催事業において一

時預かり保育を実施し、子

育て世代が参加しやすい環

境を整えた。引き続き、市

主催事業の一時預かり保育

に係る保険については男女

共同参画室が年間一括して

保険に加入することで対応

し、一時預かり制度と保険

対応の周知を行った。

248人

男女共同参画室実

施事業における一

時預かり保育利用

者件数（保育した

こどもの数）

A 特になし

引き続き市の主催事業で一時預

かり保育を実施し、一時預かり

制度の定着及び周知を行う。ま

た、活動を縮小している保育ボ

ランティアが増えており、各課

において一時保育をおこなうた

めの委託先に苦慮している。

42

保育所等・放課後

児童クラブの待機

児童ゼロの継続

市の主催事業等に

おける一時預かり

保育の実施
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（２）
計画書 P48-

49
事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

障がい福

祉課

就労面における社会的支援とし

て、工賃向上に資する取組が必要

鎌ケ谷市商工会との情報共有、相

互理解を深めていく。

就労系事業所に通う障がい

のある方に対し、就労に関

するアンケート調査を実施

し、ニーズの把握を行っ

た。

就労系事業所連絡会の実施

により、研修等様々な企画

の発案が出された。

A

アンケート調査を実施す

ることで、障がいのある

人が希望する勤務形態等

を把握することができ

た。

令和６年度に行ったアンケート

調査の更なる分析を行う。

鎌ケ谷市内の事業主が、「障が

い」への理解を深められ、障が

いのある方の勤労意欲が、実際

の就労につながるような取組を

行う。

こども支

援課

感染症対策を講じながら、相談業

務や子育てサロン等については、

制限を緩和し実施していく。

児童センター等で実施して

いる、つどいの広場、子育

てサロンについては、予約

制や人数制限を廃止し、実

施した。

A

予約制・人数制限等を廃

止することで、親子が事

業に参加しやすくなっ

た。

令和７年度から児童センター及

び保育園に「地域子育て相談機

関」を設置し、子育て世帯から

の相談に応じ、必要な助言を

行っていく。また、子育て支援

に関する情報の提供を行ってい

く。

こども総

合相談室

引き続き関係機関と連携を図りな

がら、対象者に積極的にアプロー

チをして問題解決ができるように

支援を行っていく。

子育てに不安を持っている

方、育児について相談相手

が少ない方、子育ての負担

が大きい家族等に対して、

関係機関と連携を図りなが

ら、相談を行うとともに、

必要に応じて、子育てサー

ビスにつなげた。また令和

７年度から「こども家庭セ

ンター」を設置するため要

綱等の整備、及び関係機関

への周知を実施した。

A

令和７年度から設置する

「こども家庭センター」

に関する調整、及び令和

７年度から開始する新規

事業についての検討を実

施し、子育てサービスの

さらなる充実について検

討した。

「こども家庭センター」設置に

よる子育て世帯への相談支援の

強化、及び新規事業である「子

育て世帯訪問支援事業」、「親

子関係形成支援事業」の実施に

より、対象者の子育てに関する

不安解消等、対象者に寄り添っ

たきめ細やかな支援を実施す

る。

家庭生活（家事・育児・介護等）における男女共同参画の推進

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

具体的施策

事業等
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子育て支

援セン

ター

子育て支援情報をPR促進のための

方法を検討する。（Facebook、

ツイッター等の活用、HPの見直

し、民間施設へのポスター掲示及

びおたより配布をする。）

子育て相談に応じて、関係機関と

連携し対応する。

毎月HPを更新しおたより

や子育て支援事業に関する

情報を掲載した。

子育て支援センターだより

を発行し、各児童センター

や関係機関等に掲示・配架

した。

児童センター職員（アドバ

イザー）の全体研修を年３

回実施し、相談業務につい

てケース検討を行い資質向

上を図った。

A

令和６年３月下旬より開

館の東部児童センター周

知を重点的に実施し、利

用者の増加と定着を図っ

た。

子育て支援情報をPR促進のた

めの方法を検討する。（ライ

ン、ツイッター等の活用、HP

の見直し、民間施設へのポス

ター掲示及びおたより配布をす

る。）

子育て相談に応じて、関係機関

と連携し対応する。

幼児保育

課

引き続き、新型コロナウイルス感

染症の５類移行への引き下げに伴

い、休止していた事業の再開、及

び相談業務の効率的な方法につい

ても検討を行う。

子育ての孤立化や不安の解

消を図るため、保育園での

地域子育て支援事業につい

て、積極的に情報発信を

行った。

505件
地域子育て支援事

業
A

保育園での地域子育て支

援を充実することで、よ

り多くの乳幼児の子育て

の不安、悩みなどの相談

に応じた。

引き続き、事業の継続及び相談

業務の効率的な方法についても

検討を行う。

16,685件
地域包括支援セン

ターへの相談件数

各地域包括支援センターの後方

支援として、複雑化している相

談に関して、他分野との連携を

円滑に進めることができるよう

に調整等を行う。高齢者虐待等

について統一した対応ができる

体制を強化する。引き続き地域

包括支援センターの住民、商

店、企業等に周知を強化してい

く。

高齢者支

援課

令和4年10月に開設した基幹型地

域包括支援センターが各地域包括

支援センターの後方支援と機能強

化を行い、迅速かつ柔軟に対応し

ていく。引き続き地域包括支援セ

ンターの住民、商店、企業等に周

知を強化していく。

地域の高齢者、その家族が

安心して生活を継続してい

くことができるよう総合支

援業務を実施することがで

きた。

44
子育て・介護等の

相談及び情報の提

供

各地域包括支援センター

の後方支援・機能強化と

して、複雑化している相

談に関して、統一した対

応ができるように話し合

いを重ねた。

A高齢者支援課の相

談件数（基幹型地

域包括支援セン

ターを含む）

740件
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こども支

援課

感染症対策を講じながら、相談業

務や子育てサロン等については、

制限を緩和し実施していく。

感染症対策を講じながら、

予約制・人数制限等を廃止

し、市内の児童センターに

おいて、それぞれ決められ

た曜日（週３日）に、子育

て親子同士の交流の促進及

び子育て相談を行った。

A

予約制・人数制限等を廃

止することで、親子が事

業に参加しやすくなっ

た。

児童センターの「つどいの広

場」を計画的に実施し、子育て

親子同士の交流の促進、子育て

相談、子育て関連情報の提供を

図る。

3回
機中八策市民向け

講座実施回数

12回
機中八策５分講座

実施回数

221人 参加者数

産婦健康診査、1か月児健

康診査費用助成、産後ケ

ア事業の充実により、切

れ目ない支援を実施し

た。

育児不安を持つ母が多くいるこ

とから、妊娠期から丁寧な関わ

りや情報提供の必要がある。令

和７年度から「こども家庭セン

ター」において妊婦等包括相談

支援事業を実施し、妊娠期から

育児期に渡り切れ目ない支援を

継続する。

3,515人
子育てに関する相

談件数
A

乳幼児健康相談・健康診査

や個別育児相談等での相談

業務及び子育て支援の情報

提供を行った。また、健康

教育の場で、子育て等の保

健師等の相談やその他相談

窓口の周知を行った。

伴走型相談支援の妊娠7カ

月アンケートにて必要な人

への健康相談の実施及び出

産後の育児サービスの情報

提供を行った。また新生児

訪問の全数対象を継続し切

れ目ない支援を実施した。

産婦健診・1か月児健診、

産後ケア等を通し、早期か

ら相談支援につながるよ

う、医療機関等と連携をし

た。

育児不安を持つ母も多くいること

から、妊娠期から丁寧な関わりや

情報提供の必要がある。令和6年度

も引き続き伴走型相談支援及び出

産子育て応援給付金の一体的実施

により、妊娠期から育児期に渡り

切れ目ない支援を継続する。

健康増進

課

A

令和６年３月下旬より開

館の東部児童センターで

も実施し、市内すべての

地区で実施した。

つどいの広場や子育てサロン等

では、子育ての悩みを気軽に話

せる環境（人的・物的）を作

り、保護者の気持ちに寄り添

い、相談事業を実施する。育児

の孤立化を防ぐために、子育て

法「機中八策」を継続的に実施

する。

子育て支

援セン

ター

45
地域による子育て

支援の充実 つどいの広場や子育てサロン等で

は、子育ての悩みを気軽に話せる

環境（人的・物的）を作り、保護

者の気持ちに寄り添い、相談事業

を実施する。育児の孤立化を防ぐ

ために、子育て法「機中八策」を

継続的に実施する。

つどいの広場や子育てサロ

ン等では、保護者から育児

の悩みを聞き、保護者の気

持ちに寄り添い傾聴した。

子育て法「機中八策」講座

及び５分講座を実施した。
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9回
パパサロン実施回

数

75組151

人

パパサロン参加人

数

健康増進

課

ウェルカムベビースクールの開催

日及び土曜開催の回数を増やすと

ともに、募集定員を増加し、市民

の利便性を図る。

父母共に参加できるよう

ウェルカムベビースクール

の開催日及び土曜開催日、

定員数を増加。年7回中、5

回を土曜開催で実施した。

また、父母で協力して家事

育児ができるよう内容の検

討・追加を行った。

集団での実施のほか、面談

及び訪問での実施も継続し

て実施した。

308人

ウェルカムベビー

アドバイス参加者

数

A

ウェルカムベビースクー

ルの開催日及び土曜開催

日の増加。教育内容の追

加。

父親の育児休暇取得の増加に伴

う、ウェルカムベビースクール

の内容の検討を行い、時代に即

した内容の検討を行う。。

子育て支

援セン

ター

つどいの広場や子育てサロンにて

父親の育児参加の大切さを伝える

とともに、子育ての楽しさを周知

する。

父親が育児に積極的に参加し楽し

めるようなカリキュラムを設定す

るとともに、父親同士が自然な交

流を促していく。

令和６年度は、６年５月～

７年２月までに計９回実施

した。

実施場所は粟野コミュニ

ティセンター多目的室。

A

近年の参加者数などから

ニーズの高いカリキュラ

ムを把握し、それを基に

実施した。

つどいの広場や子育てサロンに

て父親の育児参加の大切さを伝

えるとともに、子育ての楽しさ

を周知する。

父親が育児に積極的に参加し楽

しめるようなカリキュラムを設

定するとともに、父親同士が自

然な交流を促していく。

46
男性の子育てへの

参加
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増加

結婚（事実婚含

む）している男性

の家事や育児や介

護などに携わって

いる１日の平均時

間

『男女共同参画推

進に関する市民意

識アンケート調

査』（R１年度

２、３時間）

2.54時間

結婚（事実婚含

む）している男性

の家事や育児や介

護などに携わって

いる１日の平均時

間（令和５年度男

女共同参画に関す

る市民意識調査ア

ンケート）

0部
育児啓発冊子発行

部数

健康増進

課

来年度も引き続き、母子健康手帳

交付時に男性の育児参加を促す冊

子を配布する。

男性の育児休業や両立支援

を活用して仕事と育児を両

立するためのヒントをまと

めたパンフレットを配布し

た。

656人
母子健康手帳交付

面接数
A

令和5年度同様のため特に

なし。

来年度も引き続き、母子健康手

帳交付時に男性の育児参加を促

す冊子を配布する。

増加

結婚（事実婚含

む）している男性

の家事や育児や介

護などに携わって

いる１日の平均時

間

『男女共同参画推

進に関する市民意

識アンケート調

査』（R１年度2.3

時間）

2.54時間

結婚（事実婚含

む）している男性

の家事や育児や介

護などに携わって

いる１日の平均時

間（令和6年度男

女共同参画に関す

る市民意識調査ア

ンケート）

9件 レシピ応募件数

188件 レシピ投票件数

レシピ本の作成および投

票の形式をボルダルール

（1位から3位までを選

び、順位により異なる点

数を設定する方式）とし

た。

レシピ応募する人が固定化され

るのを防ぐため、レシピ応募に

依らない違う形式での事業実施

を検討する。

育児冊子について効果的な周知

方法を検討する。

男女共同

参画室

鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会

にて委員に内容について意見聴取

する。冊子を読んだ方からのアン

ケートの意見をもとにニーズに

合った内容の検討を行い、更新す

る。

残部の少なくなった部署に

対し、追加で配付を依頼し

た。アンケートについては

冊子へ同封し、少数だが意

見を得ることができた。

冊子にアンケートページ

にアクセスできる二次元

コードの折込を行った。

B

48
男性の家事参加の

促進

男女共同

参画室

賞品選択の基準を見直し、男性の

家事参加のための事業として継続

する。

賞品については支援学校の

木製品について検討を行っ

たが、互いの業務の引き継

ぎ等、継続性の面から中止

となった。

事業は実施し、レシピ9件

の応募と188件の投票を得

た。

また、いままでに応募の

あった中から10レシピを掲

載したレシピ本を作成し、

きらりフェスタにて配付し

た。

A

47
男性向けの育児啓

発冊子の配布
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Ⅲ

7

(１) 計画書 P53

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

男女共同

参画室

引き続き市民への周知をするとと

もに、各課窓口に相談のあった対

象者をつなげられるよう庁内への

周知を行う。

相談枠数を200枠から230

件に拡大し相談を実施した

ところ、令和5年度の120件

から146件に増加した。

146件

令和５年度女性の

ための相談受付件

数（3月末時点）

A

「女性のための相談」の

相談しやすい環境や体制

の充実のため、令和6年度

から午後の相談枠を1枠追

加し、相談枠数を200件か

ら230件に拡充した。

引き続き市民への周知をすると

ともに、各課窓口に相談のあっ

た対象者をつなげられるよう庁

内への周知を行う。

こども総

合相談室

支援対象者が相談をしやすい環境

にするため、引き続き相談体制の

強化を図る。

室⾧（女性）、ケースワー

カー５名（男性１名、女性

４名）、事務担当職員１名

（男性）、家庭児童相談員

２名（男性１名、女性１

名）、母子父子自立支援員

１名（女性）、一般事務補

助員１名（女性）を配置

し、相談業務を行った。

（男性３名、女性７名）

男性３人

女性８人

担当部署職員の男

女別人数
A

室⾧職に保健師を配置

し、各種相談対応の際、

相談担当者へ専門的な見

地から対応についての指

導、及びアドバイスを

し、相談者により適切な

支援ができるよう相談体

制の強化を図った。

支援対象者が相談をしやすい環

境にするため、引き続き相談体

制の強化を図る。

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

基本目標 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり

施策の基本的方向 DV等あらゆる暴力の根絶

具体的施策

49 相談体制の充実

人権週間・男女共同参画週間の周知

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値事業等
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50
男女共同

参画室

引き続きX等のSNSを活用しなが

ら、運動の周知を行う。

市内公共施設の他、市内病

院13ケ所に運動に関わるポ

スターやチラシ、相談カー

ドの配架依頼を行った。ま

た、広報かまがや11月1日

号、自治会回覧で運動とパ

ネル展の周知を行い、11月

12日（火）～25日（月）に

市役所１階市民ホールにて

パネル展示を行った。昨年

に引き続き、センターにて

運動の趣旨に賛同する市民

にリボンを飾ってもらうリ

ボンツリーの設置を行っ

た。

９回

ＤＶ防止に向けた

啓発事業の実施回

数（R１年度７

回）

9回

DV防止に向けた啓

発事業の実施回数

(女性に対する暴力

をなくす運動、

パープルリボン運

動、庁内トイレへ

の啓発ポスター、

窓口での相談カー

ド設置、DV被害者

対応職務関係者研

修、デートDV予防

セミナー中学校2

校、小学校2校)

A

パープルリボン運動と合

わせ、オレンジリボン運

動の取り組みとして児童

虐待防止及びヤングケア

ラーの啓発ポスターを掲

示した。

X等のSNSを活用し、運動の周

知をはかる。引き続き、引用す

るデータを最新のものに差し替

え、パネル展を実施する。

51
男女共同

参画室

引き続き、男性のための相談につ

いて広報及びHP等で周知を行う。

広報かまがや11月1日号に

て女性に対する暴力を無く

す運動の記事と共に県の男

性のための相談窓口を掲載

した。

B 特になし

男性の窓口については、県以外

に案内できる相談機関がほとん

どなく、他市でも対応に苦慮し

ている。引き続き、周知を続け

ていくが、効果的な広報を検討

していく。

52
こども総

合相談室

家庭や学校、地域等の社会全般に

わたり、児童虐待問題に対する深

い関心と理解を得ることができる

ような周知方法を検討する。

児童虐待防止の啓発ポス

ターの掲示やリーフレット

の配布を行い、児童虐待防

止ののぼりを展示した。

(ポスター、リーフレット配

布場所、市立保育園、私立

保育園計２３箇所、幼稚園

９箇所、小学校９箇所、中

学校５箇所、市立高等学校

２箇所、児童センター６箇

所、公民館６箇所、その他

機関、及び市内法人１2箇

所、合計７２箇所に配布を

行った。)また市公式ライ

ン、市公式フェイスブック

で児童虐待防止について周

知を実施した。

72箇所

【ポスター・リー

フレット配付場

所】

市立保育園・私立

保育園計23箇所、

幼稚園9箇所、小

学校9箇所、中学

校5箇所、市立高

等学校2箇所、児

童センター5箇

所、公民館5箇

所、その他機関、

及び市内法人12箇

所

A

児童虐待防止の啓発ポス

ターの掲示やリーフレッ

トの配布、及び児童虐待

防止についてSNSを活用

して市民に広く周知する

よう努めた。

引き続きSNSを活用した周知

を実施し、児童虐待問題につい

て市民が深い関心と理解を得る

ことができるような周知方法等

を検討する。

男性のための相談

の広報

女性に対する暴力

をなくす運動の広

報

児童虐待防止推進

月間の広報
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(２) 計画書 P53

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

男女共同

参画室

引き続き会議の出席を通じて関係

機関との連携及びネットワークの

強化を行う。

令和6年12月8日にヒューマ

ンフェスタかまがや2024を

開催し、301人の来場者を

得た。令和5年度の279人よ

りも増加した。

A 特になし

引き続き会議の出席を通じて関

係機関との連携及びネットワー

クの強化を行う。

こども総

合相談室

支援対象児童等の増加や児童虐待

に係る問題が複雑化している状況

において、限られた時間の中で、

効果的な会議等の運営方法につい

て、引き続き検討する必要があ

る。

実務者会議の効果的な運営

方法について検討実施。現

在の会議の運営方法につい

て問題点を挙げ、令和７年

度から実務者会議の運営方

法を改める方針とした。

4回

実務者会議開催回

数（書面開催含

む）

A

会議等の運営方法につい

て、他市の運営方法を参

考に現在実施している実

務者会議の運営方法の見

直しを実施した。

 令和７年度から実務者会議を

４回から６回に増やし、支援対

象児童の情報共有及び今後の支

援について深く検討できるよう

会議を実施する。実務者会議の

開催回数変更による効果、改善

点等も含め、より効果的な会議

等の運営方法について継続的に

検討していく。

男女共同

参画室

引き続き被害者の安全を最優先し

た対応ができるよう関係機関と連

携を行う。

関係機関と連携して被害者

の保護を実施し、保護解除

後も支援が途切れないよう

関係機関へ引き継いだ。女

性サポートセンター主催の

連絡会議に出席し、関係機

関と役割を確認した。

A 特になし

引き続き被害者の安全を最優先

した対応ができるよう関係機関

と連携を行う。

こども総

合相談室

児童虐待相談件数の増加に伴い、

児童虐待の発生防止及び迅速な対

応が求められることから、関係機

関と情報共有等の連携を図りなが

ら、児童虐待等への対応を行う必

要がある。

面前DVを含めた虐待対応

について、関係機関と情報

共有等の連携を図り、対象

児童及び保護者に対しきめ

細かい支援を実施した。

A

室員の欠員等の課題が改

善され、室内での支援方

針の検討や関係機関との

連携の頻度が増え、迅速

な対応を行うことができ

た。

 面前DV等の対応を迅速に行

い、母子が安心して生活できる

よう、関係機関も含めた重層的

な支援体制を構築する。また、

個人情報の保護や支援措置、

DV避難者の対応についてより

効果的な支援が実施できるよ

う、職員の質の向上を図る。

増加

講座等の年間受講

者数（R１年度

2,112人）

2,657人
講座等の年間受講

者数

９回

ＤＶ防止に向けた

啓発事業の実施回

数(R１年度７回)

9回
DV防止に向けた啓

発事業の実施回数

20人
DV被害者職務対応

者研修参加者数

A 特になし

職員が参加しやすい時期を考慮

しつつ、引き続きDV被害者支

援の関係団体と連携し、DV被

害者対応職務者研修を実施す

る。

55
DV被害者対応職務

関係者に対する研

修の実施

男女共同

参画室

引き続きDV被害者支援の関係団体

と連携し、DV被害者対応職務関係

者研修を実施する。

7月31日にDV被害者対応職

務関係者研修を実施し、20

名の参加があった。今年度

の参加者は保育士が多く、

関心の高さが伺えた。

事業等

具体的施策 DV・児童虐待関係機関との連携

54
一時保護施設との

連携

53
関係機関とのネッ

トワークの強化

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値
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(３) 計画書 P54

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

56
男女共同

参画室

関係機関・関係各課との役割や連

携についてその都度確認し、被害

者の安全確保や自立に向けた支援

を行う。

転居先の自治体への引き継

ぎ、警察の安全確認等、安

全確保や自立に向けてでき

るだけ相談者の希望に沿う

形を基本姿勢として支援を

行った。

A 特になし

支援に関係する部署同士で、支

援業務をどう按分するかが問題

となりやすい。引き続き、関係

機関・関係各課との役割や連携

についてその都度確認し、被害

者の安全確保や自立に向けた支

援を行う。

男女共同

参画室

DV担当課と児童虐待担当課それぞ

れの役割と認識を共有し、子ども

に配慮した保護、支援の実施につ

いて検討を行い支援を実施する。

相談者にこどもがいる場合

には同席を依頼し、互いの

部署の職員が状況を同じく

したうえで支援について検

討を行うことができた。

A 特になし

こどもがいるケースについて、

児童虐待担当課との間で情報共

有を密に行い、各々の部署がで

きる支援の内容についてスムー

ズに実行できるようにする。

こども総

合相談室

社会資源の活用を提案しながら、

子どもの安全や安定した生活を守

るための対応について、引き続き

検討する必要がある。

DV被害で悩んでいる相談

者に、母子が安全安心な生

活ができるよう、シェル

ターや警察等必要な情報提

供及び支援を行った。ま

た、適切な転居先（母子生

活支援施設等）や自立に向

けた相談支援を実施した。

A

今年度配属された職員を

DVに関する研修等に積極

的に参加を促し、職員の

相談技術の向上を図り、

DVによる子どもへの影響

等について相談支援を行

う職員の理解を深めた。

関係機関との連携強化を図り、

活用できる社会資源を調査研究

し、子どもの安全や安定した生

活を守るための対応について、

引き続き検討する必要がある。

58
男女共同

参画室

被害者の保護、支援の充実のた

め、引き続き情報収集を行う。

国や県からの情報を基に配

偶者暴力相談支援センター

の機能や役割について理解

を深めた。

B 特になし
被害者の保護、支援の充実のた

め、引き続き情報収集を行う。

配偶者暴力相談支

援センターに関す

る研究

被害者の保護・自

立支援

令和８年度までの目標数

値

DV被害者と子どもの保護及び自立支援

令和６年度数値

57
被害者の子どもに

配慮した保護、支

援の実施

具体的施策

事業等
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(４) 計画書 P54

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

59
男女共同

参画室

広報かまがやに記事を掲載する

他、SNSを活用し若年層に届く周

知を行う。

広報かまがや4月1日号の

他、X、Facebookで周知を

行った。

９回

ＤＶ防止に向けた

啓発事業の実施回

数（R１年度７

回）

9回
DV防止に向けた啓

発事業の実施回数
B

男女共同参画推進セン

ターを活用して周知を

行った。

引き続き広報誌、SNSを使っ

た周知を行う。また、男女共同

参画推進センター内にポスター

を掲示し周知を図る。

増加

講座等の年間受講

者数（R１年度

2,112人）

2,657人
講座等の年間受講

者数

９回

ＤＶ防止に向けた

啓発事業の実施回

数（R１年度7

回）

9回
DV防止に向けた啓

発事業の実施回数

４校

デートDV防止セ

ミナー実施校数

（R１年度１校）

4校
デートDV防止セミ

ナー実施校数

1,500人
デートDV予防セミ

ナー参加者数

60
デートDV予防セミ

ナーの実施

男女共同

参画室

中学校での実施を継続しつつ、若

年層から正しい知識を身に付ける

ため、小学校高学年（4年～6年）

を新たに対象とした実施を検討す

る。

第二中学校、第三中学校、

鎌ケ谷小学校、東部小学校

の4校でデートDV予防セミ

ナーを実施することがで

き、合計で1,500人の参加

があった。

A

小学校2校を新たに対象校

として実施し、深刻な問

題となっているSNSによ

る被害について理解を深

めた。

若年のころから正しい知識を身

につけるため、引き続き中学生

と小学生を対象としてセミナー

を実施する。

具体的施策

事業等

若年層の性暴力被

害予防月間の広報

性的な暴力防止の啓発

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値
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8

(１) 計画書 P55

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

安全対策

課

防災対策（備蓄品）や避難所運営

などにおいて、地域防災計画に基

づいて男女共同参画の視点を取り

入れた取組みを進めていく。

防災対策（備蓄品）や避難

所運営などにおいて、地域

防災計画に基づいて男女共

同参画の視点を取り入れた

取組みを推進していくこと

を確認した。

増加

防災会議の女性委

員比率（R１年度

13.8％）

7.14%
防災会議の女性委

員比率
B 特になし

防災対策（備蓄品）や避難所運

営などにおいて、地域防災計画

に基づいて男女共同参画の視点

を取り入れた取組みを進めてい

く。

教育総務

課

令和６年度は新たな避難所運営委

員会（２～３箇所）の設立を目指

す。新たに設立する避難所運営委

員会及び、設立済みの１２箇所に

おいては、可能な限り女性参加率

を高める。

今年度、新たにくぬぎ山コ

ミュニティセンターにおい

て、避難所運営委員会を立

ち上げることが出来た。

設立済みの避難所運営委員

会（１２箇所）について

は、三者会議等を通じて避

難所運営委員会への女性参

加を促すことが出来た。

B 特になし

令和７年度は新たな避難所運営

委員会（２～３箇所程度）の設

立を目指す。

新たに設立を目指す避難所運営

委員会及び設立済みの避難所運

営委員会（１３箇所）において

は、可能な限り女性参加率を高

める。

62 警防課

令和５年度は、女性消防団員が２

名退団したため、引き続き女性消

防団員を募集し活動体制の維持を

図る。

また、大規模災害時に女性消防団

員の活動の幅を広げるため自主防

災訓練等に女性消防団員を派遣

し、必要な技術と知識の向上を図

る。

①市公式SNSで女性消防団

員の活動内容を掲載した。

また、市職員へ消防団員募

集の広報を実施した。

②安全対策課と情報共有を

図り、女性消防団員を自主

防災訓練に派遣した。ま

た、防災施設への視察研修

を実施した。

11人
女性消防団員数

（R1年度9人）
10人 女性消防団員数 A

市職員へ消防団募集の広

報を実施した。

令和６年度に引き続き女性消防

団員を募集し活動体制の維持を

図る。

また、女性消防団員の活動の場

を広げるため、市民等が参加す

る救命講習、自主防災訓練への

指導参加を推進する。

男女共同

参画室

内容を検討し、改定に向けた作業

を進める。

懇話会にて内容について意

見を諮ったのち、プロジェ

クトマネージャーと共に検

討したところ、内容の改訂

は見送ることとし周知をし

ていくこととなった。

B 特になし

自治会の防災訓練など機会をと

らえて周知を続けつつ、内容に

関しては防災関連の他市の取組

等の情報収集を行っていく。

安全対策

課

引き続き、防災講話、自主防災訓

練、避難所運営委員会などにおい

て、地域防災計画が男女共同参画

の視点に立っていることを説明

し、啓発を図っていく。

 防災講話、自主防災訓

練、避難所運営委員会にお

いて、地域防災計画が男女

共同参画の視点に立ってい

ることを説明し、男女共同

参画の必要性について啓発

を行った。

70件
自主防災訓練・防

災講話等の実施数
A

新型コロナウイルス感染

症の影響で、令和２年

度、３年度は防災講話や

自主防災訓練の件数が大

きく減ったが、令和４年

度から毎年増加してい

る。

引き続き、防災講話、自主防災

訓練、避難所運営委員会などに

おいて、地域防災計画が男女共

同参画の視点に立っていること

を説明し、啓発を図ってく。

施策の基本的方向 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進

具体的施策 男女共同参画の視点に立った防災対策

消防団への女性の

参画

61
地域防災計画への

女性の参画

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値事業等

63

防災分野における

男女共同参画の推

進
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(２) 計画書 P56

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

64

関係各課

（男女共

同参画

室）

各課連絡等にて周知文の発出を検

討する。

大規模な設備改修等の通知

は無く、周知文の発出は

行っていない。

D 特になし
各課連絡等にて周知文の発出を

検討する。

9

（１） 計画書 P56

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

15回 実施回数

211組、

550人
参加者数

健康増進

課

引き続き、学校と相談しながら、

思春期教育を実施する。

中学校１年生を対象とした

思春期教育を１校で実施。

学年担当と内容の打合せを

行い、より生徒の実情に合

わせた内容を実施できた。

188人
思春期教育実施人

数
A

学校の担当者と打合せと

内容の検討を行うこと

で、生徒により身近な問

題について教育を実施で

きた。

引き続き、学校と相談しなが

ら、思春期教育を実施する。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発

コロナ渦において実施で

きなかった中学校で実施

した。

市内2校の県立高校、中学校1

校に対象に乳児ふれあい事業を

実施し、命の大切さや次世代の

親になるための学習体験をす

る。

参加者が育児に前向きになり、

いきいきと自分らしく子育てが

できるように、事業の内容をわ

かりやすく周知する。
65

事業等

誰もが利用しやす

い公共施設の整備

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

具体的施策

施策の基本的方向 生涯にわたる健康・生活支援

事業等
令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

具体的施策

A

リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライ

ツに関する意識啓

発

子育て支

援セン

ター

市内２校の県立高校、中学校１校

を対象に乳児ふれあい事業を実施

し、命の大切さや次世代の親にな

るための学習体験をする。

参加者が育児に前向きになり、い

きいきと自分らしく子育てができ

るように、事業の内容をわかりや

すく周知する。

中学校１校、高等学校２校

で実施した。

第五中学校＝令和6年10月

16日、11月6日（全2回）

鎌ヶ谷西高等学校＝令和6

年10月17日、29日、31

日、11月1日、11日（計5

回）

鎌ヶ谷高等学校＝令和6年5

月28日、29日、30日、31

日、6月4日、6日、10日、

17日（計8回）

男女共同参画の視点に立った公共施設の整備
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（２） 計画書 P57

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

健康増進

課

今年度に引き続き、派遣講義や

Zoom等多様な実施方法で集団教

育を継続できるよう学校と相談の

上、実施していく。

各自の健康について考える

機会となる思春期教育を実

施した。また、Zoomのラ

イセンス取得を行い、多様

な方法での集団教育の実施

に向けて準備できた。

思春期教育において、相談

窓口の周知を行った。

188人
思春期健康教育受

講人数
A 令和５年度と変更なし。

今年度に引き続き、派遣講義や

Zoom等多様な実施方法で集団

教育を継続できるよう学校と相

談の上、実施していく。

指導室

健康増進課と連携して学校の課題

を把握したうえで、体と心の発達

研修会を実施できるようにする。

小中学校の保健体育の授業

や生き方の指導を通じて、

性差に配慮した健康の維持

増進や多様な性への価値観

について、児童生徒の実生

活に根ざした指導を行っ

た。体の発達に特化した研

修はできなかったが、健康

増進課と連携し、８月に大

学の教員を講師に招いて、

心の教育講演会を実施し

た。

B

自殺予防などの動画は、

児童生徒や教職員向けだ

けでなく、保護者向けの

ものも普及してきている

ので、学校をとおして保

護者にも周知した。ま

た、心の教育講演会を再

開できた。

他の部署と連携して、学校の課

題を把握したうえで、体と心の

発達研修をできるようにする。

656人 妊婦面接人数

157組
ウェルカムベビー

スクール参加組数

男性

151人

女性 157

人

ウェルカムベビー

スクール男女別参

加者数

84%

乳がん検診精密受

診率（R１年度

83.6%）

91.1%
乳がん検診精密検

査受診率

75%

子宮がん検診精密

検査受診率（R１

年度72.3%）

81.6%
子宮がん検診精密

検査受診率

A 令和５年度と同様。

引続きウェルカムベビースクー

ルの開催及び土曜開開催、個別

対応を行い、父母が参加しやす

い環境を整備する。

事業等

66
思春期における健

康支援

具体的施策

67
妊娠・出産期にお

ける健康支援

性差に配慮した健康支援

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値

令和４年度から開始した子

宮がん集団検診の受付開始

時間を変更し、検診を受診

しやすいよう改善した。

乳がん触診モデルを使用し

た自己触診啓発の再開し

た。

B

受付開始時間を変更し、

検診を受けやすくした。

乳がん触診モデルを使用

した自己触診啓発の再

開。

令和７年度から、子宮がん個別

検診で新たに実施する超音波検

査について、市民へ周知すると

ともに体制の整備を行う。

健康増進

課

ウェルカムベビースクールの開催

回数及び土曜開催を増加すること

でより父母が参加しやすい環境を

整備する。

ウェルカムベビースクール

の土曜開催や個別対応を行

うことで、父母共に参加し

やすい環境を整えた。ま

た、伴走型相談支援による

妊娠届出時の全数面接、妊

娠7カ月かアンケートの実

施、新生児産婦訪問の全数

実施により、妊娠期から切

れ目ない支援を実施した。

68
性差に配慮した健

康の維持増進

健康増進

課

引き続き、乳がん検診及び子宮が

ん検診精密検査受診率の向上に向

け、積極的な受診勧奨を図ってい

く。
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（３） 計画書 P57

事業

Ｎｏ
担当部署 令和６年度の課題・取組内容 令和６年度の実績内容

事業

達成度

令和５年度からの改善

点

令和７年度の課題・取組内

容

高齢者支

援課

再開する施設を5年度よりも拡大し

ていくことが課題

令和6年7月から一部の施設

について再開し、特別養護

老人ホーム5施設、介護老

人保健施設2施設、グルー

プホーム4施設で再開でき

た。

83
訪問したのべ施設

数
B

令和５年度は６施設の訪

問だったが、令和６年７

月以降、11施設に拡充し

て訪問施設数を増やすこ

とができた点で改善し

た。

再開する施設を拡大していくこ

とが課題

障がい福

祉課

令和６年度中に開所した相談支援

事業所について、補助金の交付等

遅滞なく実施し、連携を図って行

く。

相談支援事業所の質の向上

として、事業所連絡におい

て研修を行った。

事例検討会も年２回開催

し、相談体制の強化を図る

ことができた。

令和６年度中に開所した相

談支援事業所２か所に対

し、計画相談支援推進事業

補助金を支出した。

A

相談支援事業所連絡会も

開催回数を増やし、相談

支援専門員間で情報共有

することで、障がいのあ

る方の相談体制の強化及

び適切な障害福祉サービ

スの提供につなげられる

ようにした。

障がいがある方の自立のための

相談や、情報提供の体制強化に

向けて、引き続き相談支援事業

所間の連携が取れるように連絡

会を開催していく。

障がいのある方から相談を受け

た際に、適切な関係機関、庁内

の部署につなげられるようにす

る。

健康増進

課

地区活動等を通して、健康教育・

健康相談を実施し、必要なサービ

スにつなげる。

地区担当保健師が、受診や

介護保険につなげたり、相

談窓口の案内を行った。

A 令和5年度同様に継続

地区活動等を通して、健康教

育・健康相談を実施し、必要な

サービスにつなげる。

高齢者支

援課

令和６年度も6回開催していき、介

護者教室が介護予防になるように

していきたい。

令和6年度は予定通り6回実

施することができた。
93人 受講人数総計 A

性別を問わないテーマの

設定。社会情勢も考慮し

た内容とした。

令和7年度も６回開催してい

き、介護者教室が介護予防にな

るようにしていきたい。

障がい福

祉課

令和５年度に引き続き、「手話奉

仕員養成講座(前期課程)」「聞こ

えない・聞こえにくい人のための

手話講習会」「聞こえのサポー

ター講座」を実施する。特に「手

話奉仕員養成講座(前期課程）」は

将来、手話通訳者を目指せる足が

かりであることを周知し、働く世

代が参加しやすいよう夜間での実

施を継続する。

令和６年度は「手話奉仕員

養成講座(後期課程)」「聞

こえない・聞こえにくい人

のための手話講習会」「聞

こえのサポーター講座」を

実施した。なお、令和６年

度の「手話奉仕員養成講

座」は前期課程を実施し、

令和７年度に実施する後期

過程への受講を促した。

延べ参加

人数617

人

・聞こえない・聞

こえにくい人のた

めの手話講習会84

人(実人数11人

女性9人 男性2

人)

・手話奉仕員養成

講座延べ495人

（実人数18人 男

女別 女性15人

男性3人）

・聞こえのサポー

ター講座延べ38人

(実人数10人 女

性10人 男性0人)

A

「手話奉仕員養成講座(前

期課程)」は令和５年度と

同じく夜間の実施とし、

子育て中や昼間に勤務し

ている受講者が受けやす

い環境を継続できた。

令和６年度に引き続き「手話奉

仕員養成講座(前期課程)」「聞

こえない・聞こえにくい人のた

めの手話講習会」を実施する。

また、「聞こえのサポーター講

座」は、より詳しい内容の「要

約筆記講座」に替えて実施し、

県が実施する要約筆記者養成講

座に繫げていく。また、加えて

一般の市民が気軽に手話に慣れ

親しめるよう「手話講習会」を

実施する。

事業等

70

介護予防や生活支

援のための啓発セ

ミナーの実施

具体的施策

69

介護や自立のため

の相談及び情報の

提供

性差に配慮した高齢者・障がい者への支援

令和８年度までの目標数

値
令和６年度数値
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